
面接で「恋人はいるのか」と質問され

たり、 オンライン面接時に「全身を見

せて」と言われた。

女子学生に対し、採用の見返りに不適

切な関係を迫った。これを断ると、

「うちの会社には絶対入社させない」

と不採用にした。

自社の内定を出す条件として、就活生に

対して他企業からの内定を辞退するよう

迫る、いわゆる「オワハラ」をした。

インターンシップ中の学生に対し、

人格を否定するような暴言を吐いた。

出典:https://www.no-
harassment.mhlw.go.jp/syukatsu_hara_index

企業において募集・採用に携わるすべての方へ

就活ハラスメント防止への対応をお願いします

愛知労働局雇用環境・均等部指導課

これって「就活ハラスメント」?

「就活ハラスメント」とは、「就職活動中やインターンシップの学生等に対する

セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント」のことをいい、立場の弱い学生

等の尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。



が生じる重大な問題です。

労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法に基づく指針においては、
就活ハラスメントを防止することが望ましいと明記されています。

○雇用管理上の措置として、職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化

等を行う際に、就職活動中の学生等に対するハラスメントについても同様の方針を示すこと

が望ましい

〇就職活動中の学生等から職場におけるハラスメントに類すると考えられる相談があった場合

に、その内容を踏まえて、必要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましい

具体的には、

◎全従業員(特に採用担当者)に対し、就活ハラスメントを含む、すべてのハラスメントを禁止す

る方針を明確にしましょう。

◎就活ハラスメントを行った場合には、その行為者を処分する社内規定や規則(懲戒処分等) を設

け、周知しましょう。

◎採用担当者を含む従業員にハラスメント防止に関する研修を継続的に実施しましょう。階層別

に研修を実施するのも効果的です。

◎学生と接する際、採用担当者は可能な限り2名以上とし、オンラインも含め面談やオリエン

テーションの際は複数名で対応するなど、採用活動におけるルールを明確にしましょう。

◎学生向けに就活ハラスメント相談窓口を設置し、周知しましょう。

なお、求職者等に対するセクシュアルハラスメントや、カスタマー
ハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じること
が事業主の義務となります！ （施行日：令和８年10月１日（予定））



令和８年10月１日から、
カスタマーハラスメント対策、求職者等に対する
セクシュアルハラスメント対策が義務化されます！

カスタマーハラスメント対策の義務化【改正労働施策総合推進法・指針の内容】

職場における「カスタマーハラスメント」とは、

職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する
業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの。

※電話やＳＮＳ等のインターネット上において行われるものも含まれます。

※顧客等からの苦情の全てがカスハラに該当するわけではありません。また、障害者から不当な差別的取

扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、カ

スハラには当たりません。

カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置（義務）

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
（太字は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のものです。）

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方

針を明確化し、労働者に周知・啓発する
②カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容（※）を、労

働者に周知する
（※）管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ、可能な限り労働者

を一人で対応させない、犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する、本社・本部
等へ情報共有を行い指示を仰ぐ 等

◆相談体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者

に周知する
④相談窓口担当者が、適切に対応でき

るようにする

◆事後の迅速かつ適切な対応
➄事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥被害者に対する配慮のための措置を
適正に行う

⑦再発防止に向けた措置を講ずる

◆そのほか併せて講ずべき措置
⑨相談者等のプライバシーを保護する

ために必要な措置を講じ、労働者に
周知する

⑩相談したこと等を理由として不利益
な取扱いをされない旨を定め、労働
者に周知・啓発する

◆対応の実効性を確保するために
必要なカスタマーハラスメント
の抑止のための措置

⑧特に悪質と考えられるカスタマーハラ
スメントへの対処の方針をあらかじめ
定め、労働者に周知し、当該対処を行
うことができる体制を整備する



求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等
が阻害されるものをいいます。

求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
【改正男女雇用機会均等法・指針の内容】

【求職者等とは】
■ 求職者（企業の求人に応募する者）
■ 求職者以外の者であって、

・ 事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者や、
・ 教育実習、看護実習その他の実習を受ける者

【求職活動等とは】
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動

を指し、例えば以下のものが含まれます。なお、ＳＮＳ等のオンラインを
介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
（例）企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用

する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習
等の実習の受講

◆事業主の方針等の明確化及び
その周知・啓発

①求職者等に対するセクシュアルハラスメ
ントを行ってはならない旨の方針を明確化
し、労働者に周知・啓発する

②求職者等に対するセクシュアルハラスメ
ントを行った者については、厳正に対処す
る旨の方針及び対処の内容を、労働者に周
知・啓発する

③求職活動等に関するルールをあらかじめ
明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓
発する

◆事後の迅速かつ適切な対応

⑥事実関係を迅速かつ正確に確認する

⑦被害者に対する配慮のための措置を行う

⑧行為者に対する措置を適正に行う

⑨再発防止に向けた措置を講ずる

◆そのほか併せて講ずべき措置

⑩相談者等のプライバシーを保護する
ために必要な措置を講じ、労働者及
び求職者等に周知する

⑪労働者が事実関係の確認等に協力し
たこと等を理由として、解雇その他
不利益な取扱いをされない旨を定め、
労働者に周知・啓発する

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために
講ずべき措置

◆相談体制の整備

④相談窓口をあらかじめ定め、求職
者に周知する

⑤相談窓口担当者（※）が、適切に
対応できるようにする

※ 人事担当者以外を相談窓口担当
者とすることも考えられる。

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
（太字は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のものです。）


